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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部

の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成３０年１１月１３日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第６１号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する   

条例の一部の施行期日を定める規則

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成

３０年北九州市条例第６１号）中別表第２の図書館の項の改正規定の施行期日

は、平成３０年１２月２２日とする。
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北九州市告示第４４９号

 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市門司区藤松三丁目９番及び１０番の区域につい

て別図２のとおり街区を変更するとともに、別図１の同区藤松三丁目の区域に

ついて別図２のとおり街区を増設し、平成３０年１１月１３日から実施するの

で告示する。

  平成３０年１１月１３日

北九州市長 北 橋 健 治

3



4



北九州市立図書館規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年１１月１３日

北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第１９号

北九州市立図書館規則の一部を改正する規則

北九州市立図書館規則（昭和４７年北九州市教育委員会規則第９号）の一部

を次のように改正する。

       「中央図書館

             子ども図書館」

付 則

この規則は、平成３０年１２月２２日から施行する。

別表中「中央図書館」を に改める。
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